
◎ 子育て支援課　　　　　　  89-2133

◎ 保育課　　　　　　　　　  89-2274

◎ 子育て支援センター　　　  89-1398

相談室

　下の子に手がかかり、上の子に関わる時間が減

ると自分だけを見てほしいという思いが強くなり、

かんしゃくを起こすことがあります。そんなとき

は、抱きしめて気持ちを聞いてあげ、子どもを安

心させて泣きやむまで待ちましょう。また、時間

を見つけて一緒に本を読んだり遊んだりするなど

して、意識的に上の子と関わるようにし、「ママは

あなたが大事だよ」という気持ちを行動や言葉で

伝えるように心掛けるといいですよ。

豊川市の子育て情報をお届けします

下の子が生まれてから、かんしゃくを起こすよう

になり困っています。

保育士が

答える！

 保育園などの入園仮受付を行います
▼保育課

　平成30年4月1日現在で３歳未満の子どもを、５月
以降に保育園、認定こども園（保育認定に限る）、また
は小規模保育事業所へ入園させる予定のある方の仮
受付を２月1日㈭から行います。対象は、平成30年度
中に出産休暇・育児休業を終えて職場復帰する方など
です。希望する方は、直接、保育課（本庁舎１階）へお越
しください。

◎ 利用者支援専用ダイヤル　  89-7031
　　子育ての訪問相談に関しては

　  児童館をご利用ください
▼子育て支援課 

　市内に12カ所ある児童館では、館内に遊戯室や図
書室などが設けられ、0歳から17歳までの誰でも利用
することができます。親子あそびや工作、絵本の読み
聞かせ、英語・卓球・パソコン・将棋・親子ヨガの教室など、
さまざまな行事を企画しています。

　  ファミリー・サポート・センター 
     説明会・講習会
▼ファミリー・サポート・センター （ 86－5040）

　ファミリー・サポート・センターでは、子育ての応援を
したい方（援助会員）と、子育ての応援をしてほしい方

（依頼会員）の登録のための説明会と講習会を開催し
ます。
日時⇔1月20日㈯13：00〜16：15
会場⇔やねのにっぽうホール豊川（プリオ5階）
対象⇔援助会員は市内に在住し、自宅で子どもを預か
れる方、または送迎ができる方／依頼会員は市内に在
住、在勤、または在学の方／両方会員は援助と依頼を
兼ねる方
申込⇔1月12日㈮まで、電話で受付
その他⇔託児あり。依頼会員は説明会だけ、援助・両方
会員は説明会と講習会に参加

　各児童館では、
毎月、児童館だ
よりを発行して、
イベントの日程
や内容を紹介し
ています。ぜひ、
ご覧ください。

児童館だよりで
イベント情報を発信！

自分で作ると
楽しいな～

体を使った
遊びもあるよ～

ファミリー・サポート・センター Ｑ Ａ＆

Ｑ 保育園の送迎を依頼されたのですが、チャイルドシー
トがありません。どうしたらよいでしょうか。

Ａ 子どもが使用するものは、基本的には依頼会員が用
意することとなっています。なお、ファミリー・サポー
ト・センターでも無料で貸し出しています。

Ｑ 子どもを預かる場所に規定はありますか。

Ａ 原則としては、援助会員の自宅ですが、近所の公園
や児童関係施設などへ子どもを連れて行き遊ばせる
こともできます。また、援助会員と依頼会員との間
で合意がある場合は、依頼会員宅などで預かること
もできます。

市ホームページから
ダウンロードできます
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